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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の側壁及び一対の側壁間に架橋されたブラケットを有するフレームと、
　底面及び底面から下方に突出する駆動歯車を有する搬送装置を備えかつフレームに着脱
可能に取り付けられる鑑別装置と、
　紙葉収納部、収容空間、収容空間内に配置されて鑑別装置から搬送される紙葉を紙葉収
納部内に押し込む押込装置、押込装置を駆動する従動歯車を有しかつフレームに取り付け
られる収納装置と、
　鑑別装置をフレームに着脱可能に取り付ける連結装置とを備え、
　連結装置は、フレームの側壁及び鑑別装置の側壁の一方に形成されるカム案内部と、フ
レームの側壁及び鑑別装置の側壁の他方に形成されかつカム案内部に係止する従動部とを
有し、
　カム案内部は、ブラケットから離間してかつ搬送装置の駆動歯車をブラケットに接触さ
せずに、従動部の移動を案内して鑑別装置を水平に移動させる遠位通路と、遠位通路に接
続されかつ遠位通路を通過した従動部を収納装置に向って斜めに移動させる接近通路と、
接近通路に接続されかつ接近通路を通過した従動部を鑑別装置の装着位置まで水平に移動
させて搬送装置の駆動歯車を収納装置の従動歯車に駆動連結させる係止通路とを有するこ
とを特徴とする紙葉類取扱装置。
【請求項２】
　遠位通路は、ブラケットに対向して配置される遠位面と、遠位面に向って突出する突起
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面とを備える請求項１に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項３】
　接近通路は、遠位面から連続してブラケット側に傾斜する第１の傾斜面と、第１の傾斜
面に平行に突起面から連続してブラケット側に傾斜する第２の傾斜面とを備える請求項２
に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項４】
　係止通路は、遠位面に平行にかつ第２の傾斜面に連続して延伸する近位面と、遠位面に
平行にかつ第１の傾斜面に連続して延伸する係止面と、近位面と係止面との間に形成され
る当接面とを備える請求項３に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項５】
　従動部は、第１の従動面と、第１の従動面に対し平行で一定間隔離間する第２の従動面
とを備える請求項１に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項６】
　従動部は、第１の従動面に連続する第３の傾斜面と、第１の従動面に対し平行で第３の
傾斜面に連続する第３の従動面と、第３の従動面に連続する第４の傾斜面とを備える請求
項５に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項７】
　従動部は、第３の従動面に対して平行で第４の傾斜面に連続する第４の従動面と、第２
の傾斜面に平行に第２の従動面に連続する第５の傾斜面と、第２の従動面に平行でかつ第
５の傾斜面に連続する第５の従動面とを備える請求項６に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項８】
　フレームの一対の側壁に対して直角にブラケットを配置した請求項１に記載の紙葉類取
扱装置。
【請求項９】
　連結装置のカム案内部及び従動部の一方を垂直に配置されるフレームの一対の側壁に形
成し、
　連結装置のカム案内部及び従動部の他方を垂直に配置される鑑別装置の一対の側壁に形
成し、
　水平に配置される鑑別装置の底壁から搬送装置の一部が下方に突出する請求項８に記載
の紙葉類取扱装置。
【請求項１０】
　フレームは、一対の側壁の後部間を接続する後壁を備え、
　ブラケットは、一対の側壁の前部間を接続し、
　カム案内部と従動部との一方をフレームの一対の側壁に形成し、
　カム案内部と従動部との他方を鑑別装置の側壁に形成した請求項１に記載の紙葉類取扱
装置。
【請求項１１】
　鑑別装置の引抜方向の移動を阻止するラッチ装置を鑑別装置とブラケットとの間に設け
た請求項１に記載の紙葉類取扱装置。
【請求項１２】
　一対の側壁及び一対の側壁間に架橋されたブラケットを有するフレームと、搬送装置を
備えかつフレームに着脱可能に取り付けられる鑑別装置と、鑑別装置をフレームに着脱可
能に取り付ける連結装置と、フレームに取り付けられて鑑別装置から搬送される紙葉を収
納する収納装置とを備え、
　鑑別装置は、鑑別装置内で紙葉を搬送する搬送装置により駆動される駆動歯車と、鑑別
装置の底面から突出する複数の防御突起とを有し、
　収納装置は、鑑別装置からの紙葉が通過する紙葉取入口と、紙葉取入口を通過する紙葉
を収納する収容空間と、収容空間内の紙葉を紙葉収納部内に押込む押込装置と、押込装置
を駆動する従動歯車と、収納装置の上面に形成される複数の係合溝とを有し、
　連結装置は、フレームの側壁及び鑑別装置の側壁の一方に形成されるカム案内部と、フ



(3) JP 5537117 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

レームの側壁及び鑑別装置の側壁の他方に形成されかつカム案内部に係止する従動部とを
有し、
　鑑別装置の駆動歯車は、複数の防御突起間に配置され、
　押込装置の従動歯車は、複数の係合溝間に配置され、
　鑑別装置がフレームの取付位置に移動されるとき、搬送装置の駆動歯車が押込装置の従
動歯車に駆動連結されると共に、複数の防御突起が収納装置の係合溝内に嵌合され、搬送
装置により従動歯車を回転して押込装置を作動することを特徴とする紙葉類取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鑑別装置を着脱自在に取り付けられる紙葉類取扱装置に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、自動販売機、両替機、現金自動支払機、自動預金機、ゲーム機等に搭載される
下記特許文献１に開示される紙幣取扱装置を図２３に示す。図示のように、紙幣取扱装置
(100)は、フレーム(111)に固定されて紙幣の真贋を判定する鑑別装置(101)と、鑑別装置(
101)から供給される紙幣を紙幣収納部(104)に収納する収納装置(103)とを備える。鑑別装
置(101)は、鑑別した紙幣を搬送通路(107)に沿って収納装置(103)に移送する搬送装置(10
2)を備える。収納装置(103)は、紙幣取扱装置のフレーム(111)に着脱自在に取り付けられ
、鑑別装置(101)から搬送される紙幣を収納する紙幣収納部(104)と、収納装置(103)に搬
送される紙幣を紙幣収納部(104)に押込む押込装置(105)とを有する。
【０００３】
　収納装置(103)のケース(106)内に形成される収容空間(108)内に押込装置(105)が収納装
置(103)に対して着脱可能に配置される。搬送装置(102)に設けられる搬送通路出口(109)
は、押込装置(105)に設けられるスリット状の紙幣取入口(110)に接続される。フレーム(1
11)に収納装置(103)を取り付けるとき、押込装置(105)の従動歯車(113)は、搬送装置(102
)に設けられる駆動歯車(112)に自動的に駆動連結される。
【０００４】
　鑑別装置(101)により真正と判断される紙幣は、搬送装置(102)により搬送通路出口(109
)から排出され、ケース(106)の紙幣取入口(110)から収容空間(108)内に搬送される。この
とき、搬送装置(102)の図示しないモータが逆転されると、搬送装置(102)の駆動歯車(112
)に駆動接続される従動歯車(113)は、駆動歯車(112)により逆転されるため、押込装置(10
5)が駆動されて、収容空間(108)内の紙幣を紙幣収納部(104)内に押込むことができる。従
動歯車(113)の正転時に、押込装置(105)は、図示の引込位置に戻される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第２５６８８３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の前記紙幣取扱装置では、フレーム(111)に収納装置(103)を装着するときに、フレ
ーム(111)に固定された搬送装置(102)の駆動歯車(112)に押込装置(105)の従動歯車(113)
を自動的に互いに駆動連結できる。この駆動連結構造では、搬送装置(102)の駆動歯車(11
2)に押込装置(105)の従動歯車(113)との連結時の衝撃を緩衝する緩衝構造が設けられる。
【０００７】
　フレーム(111)に着脱可能に鑑別装置(101)を装着する従来の異なる滑動連結構造の断面
図を図２４に示す。図示のように、鑑別装置(101)を嵌合する鈎状突起(115)がフレーム(1
11)上に形成され、滑動可能に鈎状突起(115)に係合される開口部(117)が鑑別装置(101)の
底面に形成される。鈎状突起(115)と開口部(117)との係合によりフレーム(111)に着脱自
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在に鑑別装置(101)を取り付ける滑動連結構造(116)が形成される。しかしながら、この滑
動連結構造(116)では、フレーム(111)に鑑別装置(101)を装着するとき、鑑別装置(101)の
搬送装置(102)の駆動歯車(112)が鈎状突起(115)に衝突して、駆動歯車(112)が機械的損傷
を受ける危険がある。また、鈎状突起(115)と鑑別装置(101)とで構成される滑動連結構造
(116)の分だけ紙幣取扱装置の高さが増加する難点がある。更に、紙幣取扱装置の寸法が
規格により制限されるため、鑑別装置(101)及びフレーム(111)の大きさの分だけ収納装置
(103)の収容量を制限せざるをえず、従来の収納装置(103)では、収容空間(108)内に収納
できないサイズの長い紙幣も存在した。
【０００８】
　従って、本発明は、鑑別装置を容易に着脱自在に取り付けられる紙葉類取扱装置を提供
することを目的とする。また、本発明は、紙葉類取扱装置のフレームに鑑別装置を着脱自
在に取り付けかつより大きなサイズの紙葉類を収納できる収納装置を有する紙幣取扱装置
を提供することを目的とする。更に、鑑別装置内の搬送装置を損傷せずに、搬送装置を収
納装置に駆動接続できる紙葉類取扱装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による紙葉類取扱装置は、一対の側壁(41)及び一対の側壁(41)間に架橋されたブ
ラケット(7)を有するフレーム(1)と、底面(52)及び底面(52)から下方に突出する駆動歯車
(26)を有する搬送装置(102)を備えかつフレーム(1)に着脱可能に取り付けられる鑑別装置
(2)と、紙葉収納部(104)、収容空間(108)、収容空間(108)内に配置されて鑑別装置(2)か
ら搬送される紙葉を紙葉収納部(104)内に押し込む押込装置(105)、押込装置(105)を駆動
する従動歯車(27)を有しかつフレーム(1)に取り付けられる収納装置(3)と、鑑別装置(2)
をフレーム(1)に着脱可能に取り付ける連結装置(4)とを備える。連結装置(4)は、フレー
ム(1)の側壁(41)及び鑑別装置(2)の側壁(51)の一方に形成されるカム案内部(5)と、フレ
ーム(1)の側壁(41)及び鑑別装置(2)の側壁(51)の他方に形成されかつカム案内部(5)に係
止する従動部(6)とを有する。カム案内部(5)は、ブラケット(7)から離間してかつ搬送装
置(102)の駆動歯車(26)をブラケット(7)に接触させずに、従動部(6)の移動を案内して鑑
別装置(2)を水平に移動させる遠位通路(10)と、遠位通路(10)に接続されかつ遠位通路(10
)を通過した従動部(6)を収納装置(3)に向って斜めに移動させる接近通路(11)と、接近通
路(11)に接続されかつ接近通路(11)を通過した従動部(6)を鑑別装置(2)の装着位置まで水
平に移動させて搬送装置(102)の駆動歯車(26)を収納装置(3)の従動歯車(27)に駆動連結さ
せる係止通路(12)とを有する。
　本発明による別の紙葉類取扱装置は、一対の側壁(41)及び一対の側壁(41)間に架橋され
たブラケット(7)を有するフレーム(1)と、搬送装置(102)を備えかつフレーム(1)に着脱可
能に取り付けられる鑑別装置(2)と、鑑別装置(2)をフレーム(1)に着脱可能に取り付ける
連結装置(4)と、フレーム(1)に取り付けられて鑑別装置(2)から搬送される紙葉を収納す
る収納装置(3)とを備える。鑑別装置(2)は、鑑別装置(2)内で紙葉を搬送する搬送装置(10
2)により駆動される駆動歯車(26)と、鑑別装置(2)の底面(52)から突出する複数の防御突
起(58)とを有する。収納装置(3)は、鑑別装置(2)からの紙葉が通過する紙葉取入口(63)と
、紙葉取入口(63)を通過する紙葉を収納する収容空間(108)と、収容空間(108)内の紙葉を
紙葉収納部(104)内に押込む押込装置(105)と、押込装置(105)を駆動する従動歯車(27)と
、収納装置(3)の上面(62)に形成される複数の係合溝(64)とを有する。連結装置(4)は、フ
レーム(1)の側壁(41)及び鑑別装置(2)の側壁(51)の一方に形成されるカム案内部(5)と、
フレーム(1)の側壁(41)及び鑑別装置(2)の側壁(51)の他方に形成されかつカム案内部(5)
に係止する従動部(6)とを有する。鑑別装置(2)の駆動歯車(26)は、複数の防御突起(58)間
に配置され、押込装置(105)の従動歯車(27)は、複数の係合溝(64)間に配置される。鑑別
装置(2)がフレーム(1)の取付位置に移動されるとき、搬送装置(102)の駆動歯車(26)が押
込装置(105)の従動歯車(27)に駆動連結されると共に、複数の防御突起(58)が収納装置(3)
の係合溝(64)内に嵌合され、搬送装置(102)により従動歯車(27)を回転して押込装置(105)
を作動する。
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　本発明のように、フレーム(1)の側壁(41)と鑑別装置(2)の側壁(51)との間に着脱可能な
連結装置(4)を設けると、カム案内部(5)と従動部(6)との間に付加的構成部品を設ける必
要がない点で有利である。また、本実施の形態では、カム案内部(5)は、従動部(6)を介し
てブラケット(7)から離間して鑑別装置(2)の搬送装置(102)の移動を案内する遠位通路(10
)と、遠位通路(10)を通過した鑑別装置(2)をフレーム(1)の取付位置に案内する接近通路(
11)とを備える。遠位通路(10)に沿う従動部(6)の移動により、鑑別装置(2)の搬送装置(10
2)をブラケット(7)に接触させずに、遠位通路(10)に沿って従動部(6)を案内できるので、
搬送装置(102)に機械的損傷を回避して、鑑別装置(2)をフレーム(1)に係合することがで
きる。
【発明の効果】
【００１０】
　フレームの側壁の形状と鑑別装置の側壁の形状により形成される連結装置のカム案内部
と従動部とを分離可能に連動させるので、鑑別装置と収納装置との間に連結装置を設けて
、部品数を増加しかつ紙葉類取扱装置の高さを増大する必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】紙幣取扱装置に適用した本発明による紙葉類取扱装置の鑑別装置をフレームから
外した状態を示す斜視図
【図２】図１に示すフレームに形成したカム案内部の部分側面図
【図３】図１に示す鑑別装置に形成した従動部の部分側面図
【図４】鑑別装置の底面斜視図
【図５】収納装置の上面斜視図
【図６】鑑別装置をフレームに係止するラッチ装置の斜視図
【図７】ラッチ装置の側面図
【図８】鑑別装置とフレームとの係合を解除する状態にあるラッチ装置の斜視図
【図９】図８に示すラッチ装置の側面図
【図１０】カム案内部の遠位通路に連結装置の従動部を挿入した状態を示す側面図
【図１１】駆動歯車と従動歯車との関係を示す図１０のＸＩ-ＸＩ線に沿う断面図
【図１２】カム案内部の接近通路に従動部を挿入した状態を示す断面図
【図１３】カム案内部の係止通路に従動部を完全に挿入した状態を示す断面図
【図１４】装着位置にある従動部を示す部分断面図
【図１５】図１３のＸＶ-ＸＶ線に沿う断面図
【図１６】鑑別装置にカム案内部を設けた第２の実施の形態を示す側面図
【図１７】フレームに従動部を設けた第２の実施の形態を示す側面図
【図１８】第２の実施の形態の従動部が案内部に係合する状態を示す側面図
【図１９】第２の実施の形態の駆動歯車と従動歯車とが係合する前の状態を示す断面図
【図２０】駆動歯車と従動歯車とが係合した第２の実施の形態を示す図１８のＸＸ-ＸＸ
線に沿う断面図
【図２１】カム案内部の第３の実施の形態を示す斜視図
【図２２】第３の実施の形態によるカム案内部を示すブロック図
【図２３】従来の紙幣取扱装置の略示断面図
【図２４】従来の他の紙幣取扱装置の略示断面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　紙幣取扱装置に適用した本発明の紙葉類取扱装置の実施の形態を図１～図２２について
以下説明する。本明細書では、「前」又は「前部」は、図１３のＸ軸方向に沿う鑑別装置
(2)の紙幣挿入口(53)側（図面上左側）を示し、「奥」又は「後部」は、Ｘ軸方向に沿う
反対側（図面上右側）を示す。また、「上」及び「上部」は、Ｙ軸方向に沿う上方側を示
し、「下」及び「下部」は、Ｙ軸方向に沿う下方側を示す。
【００１３】
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　図１に示すように、本発明の紙幣取扱装置は、フレーム(1)と、フレーム(1)に着脱可能
に取り付けられる鑑別装置(2)と、フレーム(1)と鑑別装置(2)との間に設けられて鑑別装
置(2)をフレーム(1)に着脱可能に取り付ける連結装置(4)と、フレーム(1)に着脱可能に取
り付けられて鑑別装置(2)から搬送される紙幣を収納する収納装置(3)とを備える。フレー
ム(1)は、一対の側壁(41)と、一対の側壁(41)の後部間を接続する後壁(42)と、一対の側
壁(41)の前部間を接続するブラケット(7)とを備える。また、鑑別装置(2)の前下部には、
鑑別装置(2)をブラケット(7)に固定するラッチ装置(8)が設けられる。ＡＢＳ樹脂、ポリ
カーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂又はこれらの何
れかの混合樹脂の射出成形又はアルミニウム若しくは鉄等の金属板のプレス成型によりフ
レーム(1)、鑑別装置(2)及び収納装置(3)の外殻を形成できる。
【００１４】
　図２及び図３に示す実施の形態では、連結装置(4)は、フレーム(1)の一対の側壁(41)の
各々に形成されるカム案内部(5)と、鑑別装置(2)の一対の側壁(51)の各々に形成されかつ
カム案内部(5)に接触する従動部(6)とを備える。連結装置(4)のカム案内部(5)は、垂直に
配置されるフレーム(1)の一対の側壁(41)に形成され、連結装置(4)の従動部(6)は、垂直
に配置される鑑別装置(2)の一対の側壁(51)に形成され、ブラケット(7)は、フレーム(1)
の一対の側壁(41)に対して直角に配置される。連結装置(4)は、成型される樹脂若しくは
金属又は成型される樹脂と金属との組み合わせ材料により形成される。カム案内部(5)は
、フレーム(1)の一対の側壁(41)の各々に形成され、従動部(6)は、鑑別装置(2)の一対の
側壁(51)の各々に形成される。カム案内部(5)は、フレーム(1)の側壁(41)に水平に形成さ
れる遠位通路(10)と、遠位通路(10)に続き傾斜する接近通路(11)と、接近通路(11)に続く
係止通路(12)とを備える。遠位通路(10)は、遠位面(13)と、遠位面(13)に対向して突出す
る突起面(14)と、突起面(14)の前部に形成される入口傾斜面(19)とにより形成される。遠
位通路(10)と係止通路(12)との間に設けられる接近通路(11)は、遠位面(13)から連続して
傾斜する第１の傾斜面(15)と、第１の傾斜面(15)に平行に突起面(14)から連続して傾斜す
る第２の傾斜面(16)とにより形成される。係止通路(12)は、遠位面(13)に平行にかつ第２
の傾斜面(16)に連続して延伸する近位面(20)と、遠位面(13)に平行にかつ第１の傾斜面(1
5)に連続して延伸する係止面(21)と、近位面(20)と係止面(21)との間に形成される当接面
(22)とにより形成される。フレーム(1)に固定されるブラケット(7)は、入口傾斜面(19)の
前方に配置され、遠位面(13)とブラケット(7)は、遠位通路(10)の入口(23)を構成する。
【００１５】
　従動部(6)は、第１の従動面(31)と、第１の従動面(31)に対し平行で一定間隔離間する
第２の従動面(32)と、第２の傾斜面(16)に対し平行で第１の従動面(31)に連続する第３の
傾斜面(36)と、第１の従動面(31)に対し平行で第３の傾斜面(36)に連続する第３の従動面
(33)と、第３の従動面(33)に連続する第４の傾斜面(37)と、第３の従動面(33)に対して平
行で第４の傾斜面(37)に連続する第４の従動面(34)と、第３の傾斜面(36)に平行に第２の
従動面(32)に連続する第５の傾斜面(38)と、第２の従動面(32)に平行でかつ第５の傾斜面
(38)に連続する第５の従動面(35)と、第５の従動面(35)の端部に設けられて遠位通路(10)
の入口(23)の縁部(24)に当接又は対向する突起(25)と、第１の従動面(31)と第２の従動面
(32)とを接続する湾曲する端面(39)とを備える。端面(39)は、係止通路(12)の当接面(22)
と相補的形状を有する。
【００１６】
　図２及び図４に示すように、鑑別装置(2)の搬送装置を構成する駆動歯車(26)が鑑別装
置(2)に設けられ、図３及び図５に示すように、押込装置(105)の従動歯車(27)が収納装置
(3)内に設けられる。例えば、当接面(22)に接触する係止通路(12)の最奥部に従動部(6)が
配置されて、鑑別装置(2)と収納装置(3)とをフレーム(1)に正しく取り付けた図１３に示
す装着位置では、従動歯車(27)は、駆動歯車(26)に適切かつ直接的に駆動連結される。図
４に示すように、鑑別装置(2)内の図示しない紙幣の搬送通路の出口となる搬送通路出口(
55)と、搬送装置(102)の駆動歯車(26)を外部に露出させる開口部(57)とが鑑別装置(2)の
底面(52)に設けられる。鑑別装置(2)は、紙幣を搬送する搬送装置(102)により回転する少
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なくとも１対の駆動歯車(26)を有する。駆動歯車(26)は、収納装置(3)内に設けられて収
納装置(3)内で紙幣を搬送する図示しない収納搬送装置を駆動すると共に、収納装置(3)内
の押込装置(105)を駆動する。例えば、駆動歯車(26)は、正転時に収納搬送装置を駆動し
、逆転時に押込装置(105)を駆動する。この場合に、駆動歯車(26)の逆転時に収納搬送装
置の逆転を防止する一方向回転クラッチを設けることができる。１対の駆動歯車(26)の各
々少なくとも一部は、歯車開口部(57)の開口面を越えて露出して、収納装置(3)の従動歯
車(27)に駆動連結される。
【００１７】
　また、鑑別装置(2)の底面(52)から収納装置方向に突出する複数の防御突起(58)が駆動
歯車(26)の周辺に設けられる。防御突起(58)の突出量は、駆動歯車(26)の突出量と同一か
又はそれ以上に設定され、駆動歯車(26)の周辺を包囲する。防御突起(58)は、紙幣の搬送
通路出口(55)に対して直角にかつ互いに平行に延伸する。図５に示すように、鑑別装置(2
)の底面(52)に平行に設けられる収納装置(3)の上面(62)には、搬送される紙幣を受け入れ
る紙幣取入口(63)と、上面(62)上で紙幣取入口(63)に対して直角方向に帯状に伸びる複数
の係合溝(64)とが設けられる。収納装置(3)の上面(62)から内側に窪む係合溝(64)は、収
納装置(3)の上面(62)に長さ方向に延伸する。押込装置(105)の従動歯車(27)を外部に露出
させる開口部(67)が係合溝(64)に設けられ、係合溝(64)の内側に細長い複数の突起(65)が
設けられる。フレーム(1)に鑑別装置(2)を装着する際に、鑑別装置(2)の防御突起(58)は
、係合溝(64)に係合されると共に、鑑別装置(2)の駆動歯車(26)と防御突起(58)との間に
複数の突起(65)が嵌合され、鑑別装置(2)の搬送通路出口(55)と収納装置(3)の紙幣取入口
(63)とを整合させる。
【００１８】
　図６～図９に示すように、鑑別装置(2)のラッチ装置(8)は、軸(84)に回転可能に取り付
けられる係止レバー(81)と、回転可能に軸(88)に固定される作動レバー(82)と、軸(88)に
固定されるハンドル(83)とを備える。係止レバー(81)は、ブラケット(7)に形成される開
口部(7a)に係止するストッパ(85)と、引張弾性力を発生するスプリング(86)の一端が接続
される付勢端部(89)と、作動レバー(82)に回転可能に連結されるピン(87)が嵌合される長
孔(90)とを有する。鑑別装置(2)の側壁(51)に固定されるスプリング(86)は、係止レバー(
81)を軸(84)の周りに反時計方向に付勢する。鑑別装置(2)をフレーム(1)に装着する際に
、ストッパ(85)がブラケット(7)の上面を摺動するとき、スプリング(86)の弾力に抗して
係止レバー(81)を時計方向に回転させるレバー傾斜面(85a)を有する。また、ハンドル(83
)が引張操作されたときも同様に係止レバー(81)を時計方向に回転させる。
【００１９】
　図１０及び図１１に示すように、鑑別装置(2)をフレーム(1)に装着するとき、従動部(6
)の端面(39)を遠位通路(10)の入口(23)内に挿入すると、端面(39)が入口傾斜面(19)に当
接し、入口傾斜面(19)に沿って突起面(14)上に案内される。従動部(6)の第１の従動面(31
)は、突起面(14)に当接して摺動され、従動部(6)の第２の従動面(32)は、遠位通路(10)の
遠位面(13)に対向し又は接触して遠位通路(10)に沿って摺動される。このとき、従動部(6
)は、ブラケット(7)に対する突起面(14)の高さ分だけ収納装置(3)から離間してカム案内
部(5)に沿ってフレーム(1)の奥に移動される。従動部(6)の第１の従動面(31)がカム案内
部(5)の突起面(14)上に当接する状態では、鑑別装置(2)の底面(52)及び底面(52)から突出
する一対の駆動歯車(26)及び複数の防御突起(58)は、収納装置(3)の上面(62)には接触し
ない。
【００２０】
　図１０に示す状態から更に鑑別装置(2)をフレーム(1)の奥に押込むと、図１２に示すよ
うに、従動部(6)の端面(39)が第１の傾斜面(15)に接触し、従動部(6)の第３の傾斜面(36)
が第２の傾斜面(16)に接触して摺動し、従動部(6)及び鑑別装置(2)全体は、図１２の矢印
方向で示すように、第１及び第２の傾斜面(15,16)により形成される接近通路(11)に沿っ
て収納装置(3)に向って斜めに移動する。従動部(6)が係止通路(12)に到達して、従動部(6
)の第１の従動面(31)が近位面(20)に接触すると、同時に、鑑別装置(2)の底面(52)から突
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出する１対の駆動歯車(26)及び複数の防御突起(58)は、収納装置(3)の上面(62)の複数の
係合溝(64)内に嵌合される。
【００２１】
　鑑別装置(2)をフレーム(1)に向って奥に押込むと、図１３に示すように、従動部(6)は
、カム案内部(5)の係止通路(12)に沿って僅かに水平に移動し、従動部(6)の端面(39)は、
係止通路(12)の当接面(22)に接触して、鑑別装置(2)は、正しく装着位置に配置され、従
動部(6)の進行方向への更なる移動が阻止される。鑑別装置(2)が正しく装着位置に配置さ
れると、駆動歯車(26)は、従動歯車(27)に駆動連結される。また、従動部(6)の第４の傾
斜面(37)は、入口傾斜面(19)に接触又は対向し、従動部(6)の突起(25)は、入口(23)の縁
部(24)に対向し又は接触する。同時に、図１３に示すように、従動部(6)の第３の傾斜面(
36)とカム案内部(5)の第２の傾斜面(16)との間に間隙が形成される。別法として、従動部
(6)が係止通路(12)に到達して、従動部(6)の第１の従動面(31)が近位面(20)に接触する時
点で、駆動歯車(26)と従動歯車(27)とを駆動連結してもよく、更に、駆動歯車(26)と従動
歯車(27)との少なくとも一方をバネ等の弾性体により付勢して、弾性的に緩衝連結させて
も良い。
【００２２】
　このように、鑑別装置(2)をフレーム(1)に装着するとき、遠位通路(10)に沿って従動部
(6)を移動することにより、ブラケット(7)及び収納装置(3)から離間する位置に搬送装置(
102)を保持しながら、鑑別装置(2)の駆動歯車をブラケット(7)又は収納装置(3)に接触さ
せずに、収納装置(3)の上面(62)に対して鑑別装置(2)を相対的に平行に水平に移動し、そ
の後、収納装置(3)に接近させながら、接近通路(11)に沿って従動部(6)を斜めに移動して
、係止通路(12)に達する。このとき、従動部(6)の第１の従動面(31)は、カム案内部(5)の
近位面(20)に当接する。従動部(6)が係止通路(12)に達したとき又は係止通路(12)に沿っ
て従動部(6)を僅かに奥に移動して、係止通路(12)の装着位置に従動部(6)が到達したとき
、鑑別装置(2)の駆動歯車(26)を収納装置(3)の従動歯車(27)に直接駆動連結させて、駆動
歯車(26)の損傷を防止することができる。また、従動部(6)が係止通路(12)に達したとき
、鑑別装置(2)の底面(52)の防御突起(58)を収納装置(3)の上面(62)の係合溝(64)内に嵌合
させると共に、鑑別装置(2)の搬送通路出口(55)と収納装置(3)の紙幣取入口(63)とを整合
させて、鑑別装置(2)を正しく装着位置に配置することができる。
【００２３】
　本実施の形態では、カム案内部(5)と従動部(6)との間に付加的構成部品を設けずに、フ
レーム(1)と鑑別装置(2)との外側形状により連結装置(4)を形成できる。また、鑑別装置(
2)と収納装置(3)との間に従来必要とされた連結装置を設ける必要がないため、紙幣を収
容する収納装置(3)の高さ方向又は長手方向の容量を拡張できる。収納装置(3)を長さ方向
に拡張すると、従来では収納できない長さの紙幣も収納でき、紙幣取扱装置の活用幅を広
げる事ができる。鑑別装置(2)の駆動歯車(26)は、外部物体との衝突に対して防御突起(58
)により保護され、収納装置(3)の従動歯車(27)が収納装置(3)の上面よりも突出しないた
め、鑑別装置(2)の着脱操作による歯車(26,27)の損傷を防止でき、紙幣取扱装置の使用寿
命を延長することができる。
【００２４】
　図１２及び図１３に示すように、ストッパ(81)がブラケット(7)の表面に当接しながら
従動部(6)が遠位通路(10)を通過するとき又は第１の傾斜面(15)及び第２の傾斜面(16)に
沿って従動部(6)が接近通路(11)を通過して、従動部(6)がカム案内部(5)に沿って下降す
るとき、ストッパ(81)は、ブラケット(7)の表面に当接する。この場合に、ラッチ装置(8)
のストッパ(85)のレバー傾斜面(85a)がブラケット(7)の縁部(7b)に当接するため、係止レ
バー(81)は、スプリング(86)の弾力に抗して軸(84)の周りに時計方向に回転され、ブラケ
ット(7)の表面上を摺動する。従動部(6)の端面(39)が係止通路(12)の当接面(22)に接触す
ると、スプリング(86)の弾力により係止レバー(81)が反時計方向に回転されて、ストッパ
(85)は、ブラケット(7)に形成される開口部(7a)に係止されるため、ラッチ装置(8)は、フ
レーム(1)の所定の位置に鑑別装置(2)を位置決めすると共に、フレーム(1)からの鑑別装
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置(2)の引抜を阻止する。
【００２５】
　鑑別装置(2)をフレーム(1)から引出すには、スプリング(86)の弾力に抗してハンドル(8
3)を手動で下方に回転すると、ハンドル(83)が軸(88)の周りに反時計方向に回転されるの
で、ピン(87)を介して係止レバー(81)が時計方向に上方に回転される。従って、係止レバ
ー(81)が時計方向に回転されて、ストッパ(85)と開口部(7a)との係合が解除されるため、
鑑別装置(2)を手前に引いて、従動部(6)をカム案内部(5)から分離し、鑑別装置(2)をフレ
ーム(1)から取り外すことができる。
【００２６】
　図１～図１５に示す実施の形態では、フレーム(1)にカム案内部(5)を形成し、鑑別装置
(2)の一対の側壁(51)に従動部(6)を形成する例を示したが、図１６～図２０に示す第２の
実施の形態のように、フレーム(1)に従動部(6)を形成し、鑑別装置(2)の一対の側壁(51)
にカム案内部(5)を形成することもできる。第２の実施の形態に示す構造及び作用効果は
、前記の説明から理解できよう。第２の実施の形態では、図１～図１５に示す第１の実施
の形態を示す部分と同一の部分には同一の符号を付する。
【００２７】
　本発明による紙幣取扱装置の第３の実施の形態を図２１と図２２に示す。図２１及び図
２２では、図１～図２０に示す部分と実質的に同一の箇所には、同一の符号を付して説明
を省略する。第３の実施の形態では、第１及び第２の実施の形態で示すカム案内部(5)の
遠位面(13)と第１の傾斜面(15)とを除去し、ほぼ台形又は平行四辺形断面に従動部(6)の
断面形状を単純化し、遠位面(13)と第１の傾斜面(15)とを省略する点で、第１及び第２の
実施形態よりも簡便な構造を有する。第３の実施の形態の構成及び作用効果は、第１及び
第２の実施の形態と同様である。第３の実施の形態では、カム案内部(5)をフレーム(1)に
形成し、従動部(6)を鑑別装置(2)に形成する例を図示するが、逆に、図１６～図１８に示
すように、従動部(6)をフレーム(1)に形成し、カム案内部(5)を鑑別装置(2)に形成しても
よい。
【００２８】
　本発明の前記実施の形態では、種々の変更が可能である。例えば、フレーム(1)の剛性
を向上するブラケット(7)をフレーム(1)の一対の側壁(41)間に接続される例を説明したが
、フレーム(1)の一対の側壁(41)間に別体若しくは一体で固定し又はフレーム(1)に固定さ
れる収納装置(3)の天板によりブラケットを兼用してもよい。また、図示の構造を転倒さ
せて収納装置の下方に鑑別装置を配置してフレームに取り付ける転倒型構造の紙幣取扱装
置にも本発明を適用することができる。
【００２９】
　本発明の実施の形態による作用効果を列挙すれば、次の通りである。
　[１]　フレーム(1)に対し鑑別装置(2)を着脱自在に装着することができる。
　[２]　鑑別装置(2)の駆動歯車(26)等の搬送装置(102)を機械的に損傷せずに、搬送装置
(102)を収納装置(3)に係脱自在に駆動連結することができる。
　[３]　フレーム(1)の側壁(41)の形状と鑑別装置(2)の側壁(51)の形状により形成される
連結装置(4)のカム案内部(5)と従動部(6)とを分離可能に連動させることができる。
　[４]　カム案内部(5)と従動部(6)との間に付加的構成部品を設ける必要がない。
　[５]　鑑別装置(2)と収納装置(3)との間に連結装置を設ける必要がなく、その分、紙幣
を収容する収納装置(3)の容量を増加することができる。
　[６]　より大きいサイズの紙幣を収納装置(3)に収容することができる。
　[７]　防御突起(58)により鑑別装置(2)の底面(52)から露出する駆動歯車(26)を保護す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は、有価紙葉を鑑別しかつ収納する紙葉類取扱装置に鑑別装置を着脱自在に取り
付ける技術に適用することができる。また、クーポン、銀行券、証券及び代用紙幣等の紙
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【符号の説明】
【００３１】
　(1)・・フレーム、　(2)・・鑑別装置、　(3)・・収納装置、　(4)・・連結装置、　(5
)・・カム案内部、　(6)・・従動部、　(7)・・ブラケット、　(7a)・・開口部、　(8)・
・ラッチ装置、　(10)・・遠位通路、　(11)・・接近通路、　(12)・・係止通路、　(13)
・・遠位面、　(14)・・突起面、　(15)・・第１の傾斜面、　(16)・・第２の傾斜面、　
(19)・・入口傾斜面、　(20)・・近位面、　(21)・・係止面、　(22)・・当接面、　(23)
・・入口、　(24)・・縁部、　(25)・・突起、　(26)・・駆動歯車、　(27)・・従動歯車
、　(31)・・第１の従動面、　(32)・・第２の従動面、　(33)・・第３の従動面、　(34)
・・第４の従動面、　(35)・・第５の従動面、　(36)・・第３の傾斜面、　(37)・・第４
の傾斜面、　(38)・・第５の傾斜面、　(39)・・端面、　(41)・・側壁、　(42)・・後壁
、　(51)・・側壁、　(52)・・底面、　(53)・・紙幣挿入口、　(55)・・搬送通路出口、
　(57)・・歯車開口部、　(58)・・防御突起、　(62)・・上面、　(63)・・紙幣取入口、
　(64)・・係合溝、　(65)・・突起、　(70)・・接近平面、　(71)・・平坦突起、　(77)
・・凹部、　(81)・・係止レバー、　(82)・・作動レバー、　(83)・・ハンドル、　(84)
・・軸、　(85)・・ストッパ、　(85a)・・レバー傾斜面、　(86)・・スプリング、　(87
)・・ピン、　(88)・・軸、　(89)・・付勢端部、　(90)・・長孔、　(100)・・紙幣取扱
装置、　(101)・・鑑別装置、　(102)・・搬送装置、　(103)・・収納装置、　(104)・・
紙幣収納部、　(105)・・押込装置、　(106)・・ケース、　(108)・・収容空間、　(109)
・・搬送通路出口、　(110)・・紙幣取入口、　(111)・・フレーム、　(112)・・従動歯
車、　(113)・・駆動歯車、　(115)・・ブラケット、　(116)・・滑動連結構造、
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